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４. 援助活動の内容と留意点

（１） 援助活動の概要

・保育園・幼稚園・学校の送迎、その前後に子どもを預かること

・保育園・幼稚園・学校のお休みの時に子どもを預かること

・子どもの塾や習い事への送迎

・保護者の短時間就労、臨時就労時に子ども預かること

・保護者の研修や勉強会、学会参加時に子ども預かること

・冠婚葬祭、他の子どもの学校行事の場合に子どもを預かること

・保護者の病気や急用、外出時に子どもを預かること

・保護者のリフレッシュのために子どもを預かること

健康なお子さんの一時預かりです。上記の理由以外でも相談により預かります。

育児休暇中の方も利用できます。

●人数・・・基本的には 1 対 1 の預かりですが、兄弟姉妹の場合は複数預かります。

●場所・・・子どもの状況により、依頼会員の自宅または提供会員の自宅で預かります。

      外遊び等、自宅以外の預かりは、依頼会員・提供会員が事前打合せで取り決めて合意

した場合のみ行います。

●対象・・・生後おおむね 2 か月以上 1５歳までとし、登録してある子どもに限ります。

●時間・・・7：00～22：00

●料金・・・１時間１人８００円（7：00～19：00）

      １時間１人９００円（19：00～22：00）

※利用料金については１１ページ参照

活動中の提供会員の自家用車の利用の禁止

☆援助活動中の自家用車の利用は禁止されています。（補償保険が適用されないこと及び、子どもから

目を離すという点から）タクシー及び公共交通機関をご利用ください。

１） 一時預かり保育
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（２）援助活動の流れと留意点

(2)_1 初めて援助活動を希望する場合・新たに提供会員の紹介を希望する場合

⑥援助活動終了

⑦活動報告書の提出

①室へ依頼申し込み

原則１週間前（土日祝日含まず）

会員番号・登録者名・保育日・

保育内容

援助活動は具体的に伝える。

（援助が１日だけなのか、今後

も続くのか等）それによって、

紹介する提供会員が違う。

②提供会員を紹介

援助活動は依頼会員と提供会員の条件が合致し、相互

理解が得られた場合に行なわれる。急な依頼の場合な

どは提供会員が見つからない場合もある。

援助できる提供会員の氏名・電話番号を依頼会員に伝

える。

●依頼会員・・・依頼時間は守

る。キャンセルする場合は、提

供会員と室に連絡。

●提供会員・・・預かる場所

の安全チェックは《安全チェッ

クリスト》を利用する。急に援

助できなくなった場合は、依頼

会員と室に連絡する。

●依頼会員・・・援助活動の報

告書の内容を確認し、サインす

る。報酬及びかかった実費（食

費・交通費等）を支払う。

●提供会員・・・援助活動の報

告書(様式６-①または６-②)に

記入し、１枚を依頼会員に渡

す。報酬を受け取り、サインす

●提供会員・・・援助活動の

報告書を、翌月の５日までに

室に提出する。
ファミリー

サポート室

援助

支払い

③事前打合せの日程決め

依頼会員が提供会員へ直接電話して、事前打合せの日程を決め、それを室に連絡する。

●依頼会員・・・1 時間分の報酬を支払う。 ●提供会員

報告

支払い

▼依頼会員 ▼コーディネーター ▼提供会員

④事前打合せ 依頼会員とその子ども・提供会員・コーディネーターがそろって、

活動場所で事前打合せ票(様式５)にそって打合せ。

⑤援助活動開始
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(2)_2 ２回目以降の依頼の流れ

(2)_3 援助活動当日の留意点

依頼会員

●依頼会員は援助活動当日のお子さんの健康

状態など、必要と思われる情報を予めメモに

とり、提供会員に残しておいてください。定

期的に利用される方は、ノートなど用意する

といいでしょう。

１.保育施設送迎の依頼のときは、必ず保育施

設に提供会員の名前を知らせてください。

２.預かっていただく提供会員の連絡先を控

えてください。

３.必要に応じて着替え、おむつ、飲み物等用

意してください。やむをえず提供会員に用

意してもらう品物については実費を支払っ

てください。

４.依頼した援助活動内容以外のことは、要求

しないでください。

５.援助活動開始の時刻変更、延長、キャンセ

ル等は、提供会員とファミリーサポート室

に必ず連絡してください。

援助できないと言われた場合、他の提供

会員を紹介して欲しいときは、改めて室

に連絡する。その場合、初めて依頼した

場合の流れと同じになる。

①援助活動の申し込み

同じ提供会員に頼むとき

提供会員に直接申し込む。

会員番号 子どもの名前 保育内容

保育時間（１時間以上３０分単位）

援助 OK

援助活動の報
告書(様式 6-
①または 6-
②)の記入

②依頼の報告

成立したら、必ず室にも連絡する。

（活動日前に報告する）

支払い

援助・報告

提供会員

１.活動場所の安全を確保してください。

２.活動中は会員証を必ず持参してくださ

い。（送迎の場合必要に応じて提示する。）

３.援助活動に必要な物や活動報告書は事前

に用意しておいてください。

４.他の家ということで、子どもが色々なも

のに興味を示し、手を出してしまうこと

もあります。してはいけないことを優し

くきちんと伝えましょう。

５.送迎時には特に安全に気を配り、交通量

の多い道は避け、安全な道を選びましょ

う。

６.身動きしやすい服装を心がけましょう。

７.依頼内容等の変更、困ったこと（事故等）

が起きたときは、速やかにファミリーサ

ポート室に連絡してください。

援助 NO

③援助活動開始

④援助活動終了

⑤援助活動報告書の提出

▼依頼会員 ▼提供会員

▼ファミリーサポート室
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（３） 報酬（利用）料金などの取り扱い

(3)_1 報酬（利用）料金の基準
一時預かり保育 時 間 区 分 料 金

基本時間内   7：00～19：00 1 人 1 時間 ８００円

基本時間外 19：00～22：00 1 人 1 時間 ９００円      

           ※兄弟で預ける場合、２人目以降は半額。(3)_2 算定方法参照

(3)_2 算定方法                        
・援助活動は 1 時間からスタート。その後は 30 分刻み。援助活動が 1 時間以内の場合でも

1 時間分の報酬を支払います。

・最初の 1 時間が基本時間以外にかかっている場合は、基本時間以外の負担額になります。

・援助活動時間の開始と終了は、提供会員が自宅を出た時刻から、活動を終え自宅に帰り着

いた時刻まで。提供会員宅で預かる場合は、依頼会員が子どもを提供会員に引き渡した時

刻から、引き取った時刻までとします。

・兄弟で預けた場合、２人目以降は上表に定める金額の半額にとします。ただし、預ける時

間が異なる場合には短い方の子どもを 2 人目とします。

    

例 17：30～19：30  最初の１時間とその後は 30 分刻みで 19:00 までは基本時間内料金、

19：00 以降は基本時間外料金になります。

     （17：30～19：00） 時間内料金 ８00 円×1.5 時間＝1.200 円

     （19：00～19：30）  時間外料金 900 円×0.5 時間 ＝ 450 円

                           合計 1.650 円

例 18：30～20：30 最初の 1 時間が 19：00 にかかるため 18：30 からの依頼でも基本

時間外料金になります。

     （18：30～20：30） 基本時間外料金 900 円×2 時間＝1.800 円

例 兄弟 2 人を 8：00～12：00 まで依頼会員宅で預かる場合。提供会員が徒歩で 15 分かかる

時。移動時間（往復 0.5 時間）も含め活動時間は 7：45～12：15 で 4.5 時間

    １人目 800 円×4.5 時間＝3,600 円  

    2 人目 400 円×4 時間 ＝1,600 円  2 人目は半額。実際に預かった時間のみ。

              合計 5,200 円

(3)_3 キャンセル（取消）料

  やむを得ず、依頼会員の都合で利用をキャンセルした場合には次のキャンセル料を支払います。

    前日キャンセル（17：00 まで） 無料 （17：00 以降は当日扱い）

    当日キャンセル 1 時間分の利用料

    無断キャンセル  全額

(3)_4 実費の支払いに関する事項

提供会員が支払った、送迎にかかる交通費、食事（ミルク）、おやつ、おむつ代等の実費は依

頼会員が、払うものとします。


